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法
改
正
の
背
景
と
目
的

1

1

2

3

アポイントメントセールス

様
々
な
手
口
で
せ
ま
っ
て
く
る
悪
質
商
法
に
対
応
す
る

た
め
、
特
定
商
取
引
法
が
改
正
さ
れ
、
事
業
者
に
対
す
る

規
制
強
化
と
消
費
者
を
救
済
す
る
た
め
の
民
事
ル
ー
ル

が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

点�検�商�法

訪
問
販
売
、
連
鎖
販
売
取
引
、

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

対
象
取
引

訪
問
販
売
、
連
鎖
販
売
取
引
、

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

対
象
取
引

訪
問
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、

特
定
継
続
的
役
務
提
供

対
象
取
引

訪
問
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、

特
定
継
続
的
役
務
提
供

対
象
取
引

法
律
改
正
の
概
要

2行
政
規
制
の
強
化

�

�

　
近
年
、
高
齢
者
等
を
狙
っ
た
点
検
商
法

や
若
者
等
を
狙
っ
た
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
・

セ
ー
ル
ス
な
ど
販
売
目
的
を
隠
し
て
消
費

者
に
接
近
し
、
商
品
の
販
売
等
を
行
う
悪

質
商
法
に
よ
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
が
増
加

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
消
費
者
取
引
に
関
す
る
苦
情
相

談
は
年
々
増
加
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
、

平
成
十
四
年
度
に
は
、
国
民
生
活
セ
ン
タ

ー
に
約
八
十
七
万
件
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
経
済
産
業
省
が
所
管
す
る
「
特

定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
特
定

商
取
引
法
」
と
い
う
。
）
の
規
制
対
象
で
あ

る
六
つ
の
取
引
形
態
に
関
す
る
も
の
が
約

五
十
七
万
件
あ
り
、
全
体
の
六
割
以
上
を

占
め
て
い
て
、
早
急
な
対
応
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
経
済
産
業

省
で
は
「
特
定
商
取
引
法
」
及
び
「
割
賦
販

売
法
」
を
改
正
し
、
以
下
の
と
お
り
悪
質
事

業
者
に
対
す
る
規
制
強
化
と
消
費
者
被
害

の
予
防
・
救
済
の
た
め
の
民
事
ル
ー
ル
を

拡
充
し
ま
し
た
。

��

　　
近
年
、
訪
問
販
売
に
お
い
て
、「
無
料
点

検
で
す
」
な
ど
と
告
げ
て
消
費
者
宅
に
あ

が
り
こ
み
、
点
検
後
に
嘘
を
告
げ
る
な
ど

し
て
不
安
感
を
あ
お
っ
て
高
額
な
工
事
を

勧
め
る
点
検
商
法
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
増

加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
取
引
の
内
容
が
複

雑
な
連
鎖
販
売
取
引
や
業
務
提
供
誘
引
販

売
取
引
で
は
、「
将
来
性
の
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス

セ
ミ
ナ
ー
」
等
を
う
た
っ
て
消
費
者
を
引

き
つ
け
、
得
ら
れ
る
利
益
を
こ
と
更
に
強

調
し
て
勧
誘
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
高
額

の
商
品
購
入
等
の
負
担
が
あ
る
こ
と
を
十

分
に
認
識
で
き
な
い
ま
ま
ビ
ジ
ネ
ス
を
始

め
て
し
ま
い
、
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
う
ケ
ー
ス

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
悪
質
商
法
に
よ
る
被
害
を

防
止
す
る
た
め
、
勧
誘
し
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
事
業
者
に
そ
の
勧
誘
に
先
立
っ
て
、

勧
誘
目
的
が
あ
る
こ
と
を
消
費
者
に
明
示

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。

��

　
近
年
、
電
話
等
で
「
海
外
旅
行
が
当
た
り

ま
し
た
」
な
ど
と
、
嘘
の
口
実
で
消
費
者
を

公
衆
の
出
入
り
し
な
い
場
所
（
ホ
テ
ル
の

セ
ミ
ナ
ー
会
場
等
）
に
誘
い
込
み
、
高
額
な

商
品
な
ど
の
販
売
を
行
う
ア
ポ
イ
ン
ト
メ

ン
ト
・
セ
ー
ル
ス
等
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
悪
質
商

法
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
販
売

目
的
を
隠
し
て
公
衆
の
出
入
り
し
な
い
場

所
に
誘
い
込
ん
だ
消
費
者
に
対
す
る
勧
誘

を
禁
止
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

�

　　
特
定
商
取
引
法
で
は
、
勧
誘
に
際
し
て

「
重
要
な
事
項
」
に
つ
い
て
不
実
の
こ
と
を

告
げ
る
行
為
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反

す
れ
ば
二
年
以
下
の
懲
役
等
の
罰
則
を
受

け
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
。
こ
の
不
実
告

知
の
対
象
と
な
る
「
重
要
な
事
項
」
を
詳
細

に
規
定
し
て
構
成
要
件
の
明
確
化
を
図
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
勧
誘
に
際
し
て
、
役
務
の
内
容
や
商
品

の
価
格
・
数
量
等
と
い
っ
た
重
要
な
事
項

を
わ
ざ
と
告
げ
な
い
悪
質
な
商
法
に
対
し
、

そ
の
よ
う
な
行
為
を
罰
則
担
保
に
よ
り
禁

止
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
違
反
す
れ
ば
、

不
実
告
知
と
同
じ
く
二
年
以
下
の
懲
役
等

の
罰
則
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
。

 

「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
」及
び

「
割
賦
販
売
法
」が
改
正
さ
れ
、

平
成
十
六
年
十
一
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

販
売
目
的
を
隠
し
て
公
衆
の

出
入
り
し
な
い
場
所
に
誘
い

込
ん
だ
上
で
の
勧
誘
の
禁
止

勧
誘
目
的
の
明
示
の
義
務
付
け

4

重
要
事
項
の
故
意
の
不
告
知

の
禁
止

不
実
告
知
に
係
る
重
要
事
項

の
明
確
化

「無料点検です」などと言って家にあがりこみ、点検した後、不
安感をあおって高額な工事や商品を契約させられたが、法外

な費用をとられただけでなく、そもそも工事の必要はなかった（屋根工事、床下換気扇、
除湿器、浄水器）

（1）

電話などで、「海外旅行が当たった」など嘘の

口実で、若者等を一般の人が出入りしない場所（ホテルのセミナー会場等）に呼び出して高

額な商品などの販売を行う。

アポイントメントセールス「会員になって商品を売れば高額所得も夢じゃない」など、得られる利
益をことさらに強調して販売組織に加入させられ、多額の販売用商品を購入した。
その後、友人等を勧誘するが、思惑道りに商品は売れず大量の在庫を抱え、知人との
人間関係も壊れてしまった。やめようと思ったが、業者は商品の返品にも応じない。

！ 
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訪
問
販
売
、
通
信
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、

連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
、

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

対
象
取
引

訪
問
販
売
、
通
信
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、

連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
、

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

対
象
取
引

訪
問
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、
連
鎖
販
売
取
引
、

特
定
継
続
的
役
務
提
供
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

対
象
取
引

対
象
取
引

訪
問
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、

連
鎖
販
売
取
引
、

特
定
継
続
的
役
務
提
供
、

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

対
象
取
引

中
途
解
約
・
返
品
ル
ー
ル

連
鎖
販
売
取
引

対
象
取
引

連
鎖
販
売
取
引

抗
弁
権
の
接
続

　
訪
問
販
売
な
ど
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

を
生
じ
や
す
い
特
定
の
取
引
類
型
を

対
象
に
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
ル
ー
ル

を
定
め
、
事
業
者
に
よ
る
不
公
正
な

勧
誘
行
為
等
を
取
り
締
ま
る
こ
と
に

よ
り
、
消
費
者
取
引
の
公
正
を
確
保

す
る
た
め
の
法
律
で
す
。

　
割
賦
販
売
（
代
金
を
分
割
払
い
に

し
て
商
品
を
販
売
す
る
取
引
）
等
の

制
度
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
に

必
要
な
規
制
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

購
入
者
等
（
消
費
者
）
の
利
益
を
保
護

す
る
た
め
の
法
律
で
す
。

（
一
）
特
定
商
取
引
法
と
は
？

（
二
）
割
賦
販
売
法
と
は
？

（
三
）
改
正
の
経
緯

閣
議
決
定

成
　
　
立

公
　
　
布

施
　
　
行

…
…
…
…
…
…
…
…

平
成
十
六
年
三
月
十
日

四
月
二
十
八
日

五
月
十
二
日

十
一
月
十
一
日

参
　
考

5

合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料

の
提
出

62

2

3

4 1

報
告
徴
収
・
立
入
検
査
の
対

象
の
拡
大

不
実
告
知
、
重
要
事
項
の
故
意

の
不
告
知
が
あ
っ
た
場
合
の
契

約
の
意
思
表
示
の
取
消
し

3

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
妨
害
が

あ
っ
た
場
合
の
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
出
来
る
期
間
の
延
長

内�職�商�法自宅に電話がきて「内職の仕事を紹介してあげる」などと勧誘
され、仕事に必要と言ってパソコンや教材を購入したが、仕事

も紹介してくれず、高額なローンだけ支払うことになった。

　
訪
問
販
売
や
通
信
販
売
等
で
商
品
・
役

務
の
「
効
能
」・「
効
果
」
等
に
関
し
て
、
虚
偽
・

誇
大
な
勧
誘
や
広
告
に
よ
っ
て
消
費
者
が

ト
ラ
ブ
ル
に
遭
う
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
悪
質
商
法
に
よ
る
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、
虚
偽
・
誇
大
な
勧
誘

や
広
告
を
行
っ
て
い
る
疑
い
の
あ
る
事
業

者
に
対
し
て
「
効
能
」・「
効
果
」
等
の
裏
付

け
と
合
理
的
な
根
拠
資
料
の
提
出
を
求
め

ら
れ
る
よ
う
措
置
す
る
と
と
も
に
、
当
該

資
料
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該

事
業
者
が
虚
偽
・
誇
大
な
勧
誘
や
広
告
の

違
法
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
、

改
善
指
導
や
業
務
停
止
命
令
と
い
っ
た
行

政
処
分
の
対
象
と
な
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

��

　
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
お
け
る
業

務
提
供
事
業
者
や
、
特
定
継
続
的
役
務
提

供
に
お
け
る
関
連
商
品
販
売
業
者
等
は
、

特
定
商
取
引
法
に
基
づ
く
規
制
対
象
事
業

者
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
者
の
関

与
が
な
く
て
は
当
該
取
引
自
体
が
成
立
し

な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、
規
制
対
象
事
業

者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
一
定
の
事
業

者
に
対
し
て
も
、
報
告
徴
収
及
び
立
入
検

査
を
行
い
得
る
こ
と
と
す
る
な
ど
の
措
置

を
講
じ
ま
し
た
。

��

　
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
し
よ
う
と
し
た

消
費
者
に
対
し
て
、「
特
別
な
契
約
な
の
で

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
な
い
」
と
嘘
を
言

う
な
ど
し
て
、
事
業
者
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
を
妨
害
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
被
害
を
受
け
た
消
費
者
の

救
済
を
図
る
た
め
、
事
業
者
が
消
費
者
か

ら
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
妨
害
す
る
た

め
不
実
告
知
又
は
威
迫
を
行
い
、
消
費
者

が
誤
認
又
は
困
惑
し
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
消
費
者
は

そ
の
事
業
者
か
ら
も
う
一
度
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
出
来
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
受
領

し
た
日
か
ら
、
法
律
所
定
の
期
間
（
八
日
又

は
二
十
日
）
を
経
過
す
る
ま
で
、
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
で
き
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

�

　　
特
定
商
取
引
法
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て

い
る
不
実
告
知
や
重
要
事
項
の
故
意
の
不

告
知
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
誤
認
し
、
契

約
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
消
費
者
は
、
民
法

の
詐
欺
や
消
費
者
契
約
法
に
よ
っ
て
は
そ

の
契
約
を
取
り
消
せ
な
い
場
合
で
も
、
そ

の
契
約
を
取
消
し
て
、
商
品
の
購
入
等
の

義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

�

　　
連
鎖
販
売
契
約
を
結
び
、
入
会
し
た
も

の
の
、
結
局
商
品
を
売
る
事
が
で
き
ず
に

大
量
の
在
庫
を
抱
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
ト
ラ
ブ
ル
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

�

こ
の
よ
う
な
被
害
を
受
け
た
消
費
者
の

救
済
を
図
る
た
め
、（
ア
）
連
鎖
販
売
契
約

を
結
ん
で
組
織
に
入
会
し
た
個
人
は
、
い

つ
で
も
そ
の
連
鎖
販
売
契
約
を
解
約
し
て

組
織
か
ら
退
会
で
き
る
こ
と
と
し
、（
イ
）

そ
の
よ
う
に
し
て
退
会
し
た
個
人
は
入
会

後
一
年
以
内
で
あ
る
こ
と
等
の
一
定
の
条

件
の
下
、
抱
え
て
し
ま
っ
た
在
庫
を
返
品

し
て
適
正
な
額
の
返
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

�

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
分
割
払
い
）
を
利
用
し
て

結
ん
だ
連
鎖
販
売
契
約
を
上
記
　
　
　
　

　
等
に
よ
り
取
消
し
・
解
約
し
た
場
合
に
、

そ
の
消
費
者
が
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
か
ら

の
代
金
の
請
求
も
拒
絶
で
き
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。（
割
賦
販
売
法
に
よ
る
対
応
）

上記に心当たりのある契約をしてしまったけど解約したい。
クーリング・オフ妨害時のクーリング・オフ期限の延長について

クーリング・オフ妨害

そんなときは…

訪 問 販 売

電 話 勧 誘 販 売

通 信 販 売

特定継続的役務提供

連 鎖 販 売 取 引

業務提供誘引販売取引

自宅への訪問販売、アポイントメント・セールス
（電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売）

電話で勧誘し、申込を受ける販売

新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段によ
り申込を受ける販売

エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室など、
長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売
組織を連鎖的に拡大して行う商品・約務の販売

「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとし
て、商品等を買わせ金銭負担を負わせる取引

■本法律の対象となっている取引類型

（いわゆるマルチ商法）

（いわゆる内職・モニター商法）

クーリング・オフとは、契約後一定の期間（内職商法、マルチ商法は20日以内、訪問

販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供は8日以内）、冷静に再考して無条件で解約

できる機会を消費者に与える制度です。

ご存知ですか？

※

（この間のどこかで）

（クーリング・オフについての不実告知、威迫）

クーリング・オフ妨害により誤認・困惑し、クーリング・

オフを行わなかった場合のクーリング・オフ期限

勧誘

8日又は20日 8日又は20日

契約の申込み又は契約の締結

書面交付

再交付書面交付＋説明
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クーリング・オフ期限

沖縄総合事務局経済産業部商務通商課お問い合わせ先


